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裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
裁
判
官
の
育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一

育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
子
の
範
囲
の
拡
大

裁
判
官
の
育
児
休
業
の
対
象
と
な
る
子
に
つ
い
て
、
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
裁
判
官
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
る
裁
判
官
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
の
う
ち
、
当
該
裁
判
官
が
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親

と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
も
の
と
す

る
。

二

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


